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一般社団法人全国配置薬協会会長 殿 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長 

（公 印 省 略） 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長  
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令和元年度医薬品販売制度実態把握調査結果について 

 

 平素から厚生労働行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネット

で消費者に適切に説明を行っているかどうか等についての調査を平成 21 年度から毎

年度行っています。平成 26 年度からは、一般用医薬品のインターネット販売の状況

や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行っており、今般、令和元年度の

調査結果を取りまとめたので、別添のとおりお知らせします。 

今回の調査では、店舗での販売においては、「要指導医薬品の購入者が使用しよう

とする者本人かどうかの確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようと

したときの対応」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されています。 

また、インターネットでの販売においては、第一類医薬品の販売における「相談に

対応した者の資格が薬剤師であった」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改

善されたものの、引き続き遵守率が低い項目があり、特に「濫用等のおそれがある医

薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目では、５年続けて遵

守率が 50％を下回っており、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されてい

ない結果が確認されています。 

ついては、貴会会員の薬局、店舗販売業等に対し、従事者に対する販売制度に関す

る研修等の徹底や各薬局、店舗販売業等における制度の遵守状況を自己点検させるな

ど、より一層の医薬品の販売制度の遵守徹底を図るようお願いいたします。 

なお、別添のとおり、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部（局）長宛て

通知し、より一層の販売制度の遵守徹底を依頼しています。 
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厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長 

（公 印 省 略） 

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長 

（公 印 省 略） 

 

令和元年度医薬品販売制度実態把握調査結果について 

 

厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネット

で消費者に適切に説明を行っているかどうか等についての調査を平成 21 年度から毎

年度行っています。平成 26 年度からは、一般用医薬品のインターネット販売の状況

や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行っており、今般、令和元年度の

調査結果を取りまとめたので、別添のとおりお知らせします。 

今回の調査では、店舗での販売においては、「要指導医薬品の購入者が使用しよう

とする者本人かどうかの確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようと

したときの対応」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されています。 

また、インターネットでの販売においては、第一類医薬品の販売における「相談に

対応した者資格が薬剤師であった」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善

されたものの、引き続き遵守率が低い項目があり、特に「濫用等のおそれがある医薬

品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目では、５年続けて遵守

率が 50％を下回っており、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていな

い結果が確認されています。 

ついては、今回の調査で遵守率が不十分であった項目等を中心に監視指導の強化を

行うとともに、販売に従事する薬剤師、登録販売者の資質向上に係る研修等について

周知徹底いただき、より一層の医薬品販売制度の遵守徹底をお願いします。 
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